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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遠 隔 保 守 デ ー タ シ ス テ ム で あ っ て 、
　 不 定 期 の 保 守 を 必 要 と す る 複 数 の 電 子 装 置 に 関 す る ス テ ー タ ス 情 報 を 受 信 す る よ う に 構
成 さ れ る 中 央 サ ー バ と 、
　 　 こ こ で 、 前 記 ス テ ー タ ス 情 報 は 前 記 電 子 装 置 か ら 前 記 中 央 サ ー バ へ と 直 接 に 、 あ る い
は 、 １ 台 以 上 の 中 間 装 置 を 介 し て 送 信 さ れ る 、
　 前 記 中 央 サ ー バ と 通 信 す る ウ ェ ブ サ ー バ と を 具 備 し 、
　 前 記 中 央 サ ー バ は 、 前 記 ス テ ー タ ス 情 報 に 基 づ く 情 報 を 含 み 、 ハ イ パ ー テ キ ス ト リ ン ク
を 有 す る メ ッ セ ー ジ を 特 定 の 電 子 装 置 に 関 連 す る エ ン テ ィ テ ィ へ 送 信 す る よ う に 構 成 さ れ
、
　 前 記 ウ ェ ブ サ ー バ は 、 少 な く と も 前 記 特 定 の 電 子 装 置 に 関 連 す る 前 記 ス テ ー タ ス 情 報 へ
の ア ク セ ス 権 を 有 し 、 前 記 リ ン ク の ア ク テ ィ ブ に な る の に 応 じ て 前 記 ス テ ー タ ス 情 報 を 提
供 す る よ う に 構 成 さ れ る
　 こ と を 特 徴 と す る 遠 隔 保 守 デ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 中 央 サ ー バ 又 は ウ ェ ブ サ ー バ は 、 前 記 受 信 さ れ た ス テ ー タ ス 情 報 を 分 析 す る 手 段 を
具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遠 隔 保 守 デ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 分 析 手 段 は 、 前 記 受 信 さ れ た ス テ ー タ ス 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 メ ッ セ ー ジ を 関 連 す
る エ ン テ ィ テ ィ に 送 信 す る か 否 か を 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遠 隔 保 守
デ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 分 析 手 段 は 、 前 記 受 信 さ れ た ス テ ー タ ス 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 メ ッ セ ー ジ を 関 連 す



る エ ン テ ィ テ ィ に い つ 送 信 す る か を 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遠 隔 保 守
デ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 分 析 手 段 は 、 前 記 受 信 さ れ た ス テ ー タ ス 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 メ ッ セ ー ジ を ど の 関
連 す る エ ン テ ィ テ ィ に 送 信 す る か を を 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遠 隔 保
守 デ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 中 央 サ ー バ 又 は ウ ェ ブ サ ー バ は 、 デ ー タ を 格 納 す る デ ー タ ベ ー ス へ の ア ク セ ス 権 を
有 し 、 前 記 サ ー バ に よ り 受 信 さ れ る ス テ ー タ ス 情 報 は 、 前 記 デ ー タ ベ ー ス に 格 納 さ れ る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 遠 隔 保 守 デ ー タ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 不 定 期 の 保 守 を 必 要 と す る 複 数 の 電 子 装 置 の イ ン タ フ ェ ー シ ン グ 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 装 置 か ら 中 央 サ ー バ へ と 直 接 に 、 あ る い は 、 １ 台 以 上 の 中 間 装 置 を 介 し て ス テ ー タ
ス 情 報 を 送 信 し 、
　 前 記 ス テ ー タ ス 情 報 に 基 づ く 情 報 を 含 み 、 ハ イ パ ー テ キ ス ト リ ン ク か ら 構 成 さ れ る メ ッ
セ ー ジ を 特 定 の 電 子 装 置 に 関 連 す る エ ン テ ィ テ ィ へ 送 信 し 、
　 少 な く と も 前 記 特 定 の 電 子 装 置 に 関 連 す る 前 記 ス テ ー タ ス 情 報 へ の ア ク セ ス 権 を 有 し 、
前 記 リ ン ク が ア ク テ ィ ブ に な る の に 応 じ て 前 記 ス テ ー タ ス 情 報 を 提 供 す る ウ ェ ブ サ ー バ を
提 供 す る
　 こ と を 特 徴 と す る イ ン タ フ ェ ー シ ン グ 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 中 央 サ ー バ 又 は ウ ェ ブ サ ー バ は 、 前 記 受 信 さ れ た ス テ ー タ ス 情 報 を 分 析 す る 手 段 を
具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の イ ン タ フ ェ ー シ ン グ 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 分 析 手 段 は 、 前 記 受 信 さ れ た ス テ ー タ ス 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 メ ッ セ ー ジ を 関 連 す
る エ ン テ ィ テ ィ に 送 信 す る か 否 か を 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の イ ン タ フ ェ
ー シ ン グ 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 分 析 手 段 は 、 前 記 受 信 さ れ た ス テ ー タ ス 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 メ ッ セ ー ジ を 関 連 す
る エ ン テ ィ テ ィ に い つ 送 信 す る か を 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の イ ン タ フ ェ
ー シ ン グ 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 分 析 手 段 は 、 前 記 受 信 さ れ た ス テ ー タ ス 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 メ ッ セ ー ジ を ど の 関
連 す る エ ン テ ィ テ ィ に 送 信 す る か を 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の イ ン タ フ ェ
ー シ ン グ 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 分 析 手 段 は 、 条 件 デ ー タ に 従 っ て 、 前 記 メ ッ セ ー ジ を 関 連 す る エ ン テ ィ テ ィ に 送 信
す る か 否 か を 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の イ ン タ フ ェ ー シ ン グ 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 中 央 サ ー バ 又 は ウ ェ ブ サ ー バ は 、 デ ー タ を 格 納 す る た め の デ ー タ ベ ー ス へ の ア ク セ
ス 権 を 有 し 、 前 記 サ ー バ に よ り 受 信 さ れ る ス テ ー タ ス 情 報 は 、 前 記 デ ー タ ベ ー ス に 格 納 さ
れ
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、
前 記 分 析 手 段 は 、 前 記 デ ー タ ベ ー ス に 格 納 さ れ る デ ー タ へ の ア ク セ ス 権 を 有 す る こ と を

特 徴 と す る 、 請 求 項 ８ 乃 至 １ ２ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の イ ン タ フ ェ ー シ ン グ 方 法 。
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